
第 5章 公民館の活動・経営をめぐる問題

山本和人

1 公民館の発足

公民館が制度化されて半世紀が過ぎた。 iKominkanJ として世界に知られ

る日本独自の社会教育施設=公民館は，グローパル化する日本社会にあって，

第 2次世界大戦後の日本を地域社会レベルで支えてきた施設といえる O

公民館が制度として発足したのは 1946(昭和 21)年である O それ以前から

「公民館」という名称をもっ文化活動施設はあったが，単独の施設であり，各

地にみられたわけではない。この年は「公民館の設置運営についてJ(文部次官

通牒)が出された年であり，この通牒によって公民館設置運営の要綱が示され

た。その後， この公民館の設置運営の促進が各地方に協力依頼され，社会教育

連合会や公民館設置促進中央連盟も結成された。また，寺中作雄著の『公民館

の建設一一新しい町村の文化施設一一』が発刊され，今日につながる公民館の

建設が各地に広がっていくのである。

(1 ) 公民館の誕生一一寺中作雄の期待

「公民館」の名称が使われた上述の施設は岩手県水沢市の後藤新平伯記念館

で，地域住民の文化施設として戦前から存在し，名称や，施設のあり方，機能

の考え方が， ここで検討する公民館の機能と近いとはいえ，今日の公民館につ

ながる施設は，戦後創設されたものである。

1945 (昭和 20)年には文部省内で公民館構想が検討され， 1946 (昭和 21)年 4

月には文部省が開催した公民教育指導者講習会の席上で，社会教育局長が「公

民館構想」を公式発表している。さらに，同年 7月に出された先の通牒は，
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「国民の教養を高めて，道徳的知識的並に政治的の水準を引上げ， また町村自

治体に民主主義の実際的訓練を与えると共に科学思想を普及し平和産業を振興

する基を築くことは，新日本建設の為にも最も重要な課題と考えられるが…ー」

とし， I民主的な社会教育機関JI自治向上の社交機関JI郷土産業振興機関」

「民主主義訓練の実習所JI中央と地方の文化接触交流の場所JI青年層の積極

的参加の場所JI郷土振興の基礎を作る機関」であることを運営上の方針とし，

公民館の設置促進がはかられるのである。

こうしたなか，同年 10月には，寺中作雄著の「パンフレット」である『公

民館の建設』が発刊され，著者の名とともに，公民館が全国に建設されていく

こととなるO その熱く語る「自序」には， I公民館の構想は文部省の創案にか

かるものではない。終戦後の混乱たる世相の中から，これではいけない，何と

かせねばならぬとして起ち上がろうとする人々の胸の中に期せずして湧き上が

る欝勃たる建設の意欲が漠然と公民館を求める心となったのである O 文部省の

示した構想は， これらの人々の欲求に応える為の一つのイメージに過ぎない。

このイメージに血を通わせ，肉を付け，活きた文化施設として育たせるのはひ

とえに町村民の熱意と努力に侠つものである。」とある O また， その内容構成

は，当時の文部大臣・田中耕太郎の序と，自序があり， I一、何故公民館を作

る必要があるか 二、公民館とはどんなものか 三、公民館はどんな機能をも

つか 四、公民館はどう運営するか五、公民館では何をするか六、公民館

は誰が運営するか 七、公民館はどんな設備をするか 八、公民館はどうして

つくるか (附録)公民館の設置運営について」となっているo

この冊子のなかで，構想立案者の 1人でもあった寺中は，公民館の機能を次

のように述べる。「公民館は多方面の機能をもった施設である O それは社会教

育の機関であり，社交娯楽の機関であり，自治振興の機関であり，産業振興の

機関であり，青年養成の機関であり，その他其の町村に於て必要と思へば尚色々

の機能を持たしめて運営することが出来るが，要するにそれらの機能の綜合さ

れた町村振興の中心機関である」と O これは， I公民館の設置運営について」

(文部次官通牒)に示されていた内容とほとんど同ーのものであるO
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(2) 公民館の活動・経営の根拠としての社会教育法

こうして発足した公民館が，明確な法律的な根拠をもった社会教育施設とし

て建設されてくることになるo 1949 (昭和 24)年に社会教育法が制定され，公

民館は総合的・中核的な社会教育機関として位置づけられる。社会教育法の第

5章が公民館についての一連の規程であり，以下， r目的，公民館の設置者，

公民館の事業，公民館の運営方針，公民館の基準，公民館の設置，公民館の職

員，公民館職員の研修，公民館運営審議会，基金，特別会計，公民館の補助，

法人の設置する公民館の指導，公民館の事業又は行為の停止，罰則，公民館類

似施設」が定められた。

この法律制定は， r公民館は社会教育施設」として限定し，先の次官通牒に

みられた公民館の性格・機能である「住民の憩いの場Jr地方自治建設の基礎」

「教育と産業の結合点」といった，地域施設としての総合性，多目的性が失わ

れたという指摘もあるo とはいえ，社会教育法に規定する公民館がおこなうべ

き事業の性格からみて，青少年から高齢者まで，あらゆる年代の地域住民が利

用できる総合的な社会教育施設とされたのであるo

その後の公民館活動および経営のあり方をめぐっては，発足当初に期待され

た機能や経営のあり方が継承されながらも，変動する社会のなかでのさまざま

な期待によって，多様性をもちつつ，日本社会教育史の各時期に応じて，特色

ある活動，経営を展開することとなるo

2 公民館の活動・経営とその変遷一一公民館の発展と年代区分

第2次世界大戦後における日本の社会教育活動について，時期を区分してそ

の特徴を素描した例として，第 1期:創成期(1945-48<昭和 20-23)年)，第 2

期:整備期(1949-58<昭和 24-33)年)，第3期:激動期(1959-71 <昭和 34-46)

年入第4期:再構築期(1971-80<昭和 46-55)年)，第 5期:生涯教育期(1981

〈昭和 56)年以降)という区分がある。そこでは，社会教育活動の変化が公民館

のあり方と不可分に結び、ついて説明されているo
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また，全国公民館連合会 (f全公連」と略称)がその歩みを示した時期区分で

は，公民館と全公連の発展を，概略的な区分として， (1)繁明期(昭和 20年代)，

(2)成長期(昭和 30年代)， (3)転換期(昭和 40年代)， (4)進展期(昭和 50年代)， (5) 

新生期(平成年代)に分けている。

ここでは上の社会教育活動の時期区分を参考とし，第 1期:倉Ij成期 (1945-

48<昭和 20-23)年)，第 2期:整備期 0949-58<昭和 24-33)年)，第 3期:激動

期 0959-70<昭和 34-45)年)，第 4期:再構築期(1971-80 <昭和 46-55)年)，

そして，第 5期を生涯教育推進期 0981-98<昭和 56 平成 10)年)としたL可。さ

らに，第 6期として， I生涯学習体制整備期 0999<平成 11)年以降)Jという時

期区分を追加したい。では，各時期の公民館活動，経営にどのような特徴，変

化があるかをみることにするO

(1 )第 1期 創成期(1945-48く昭和 20-23)年)

この時期の公民館については，冒頭でも若干述べた。創設時の最も重要な点

は， I公民館は，占領下のもとに生まれたということ」であると指摘されてい

るO 公民館の設置について非常な熱意を示したのは，連合国軍総司令部 (GHQ)，

ならびに，民間情報教育局 (CIE)であったとされるO とくに CIEは，公民館，

視聴覚教育， PTA，青年団，婦人団体等の運営に大きな影響を与え，社会教

育に関して力を尽くした。具体的には， I①『日本の民主化は公民館から」と

その設置に熱意を示し，各市町村を歴訪して鞭捷した。②ナトコ映写機の運

営を督励監督した。③国民の知る権利として，広報活動を指示した。④青年

に良書の推薦を示唆，良書推薦委員会をつくらせた。⑤母親学級や婦人学級

は，性による差別として，その開設を抑制し，社会学級をすすめた。⑥青年

団の復活には警戒し，インタレスト集団の結成をすすめ， CIEに青少年指導顧

問室を設け，青年団体の民主的運営を指導した。」という O

1946 (昭和 21)に出された文部次官通牒にみられる公民館の構想は， その年

のl月に寺中作雄が「公民教育の振興と公民館の構想」で初めて明らかにした

ものであったことから，“寺中構想"とも呼ばれた。この寺中構想と次官通牒

によって，公民館の建設が始まり，その第一歩が踏み出されたのである O
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また，通牒で通知された別紙「公民館設置要綱」は，趣旨や目的，運営上の

方針，設置・管理，編成・設備，運営について述べている O そこにみられる特

徴は，①青年学校および青年団との関連が強く意識されていること，②財政

的基盤を町村に置き，自治性を強調していること，③公民館の運営は公民館

委員が主体となり，各種団体と緊密な連携のもとにおこなうようにしているこ

と，④公民館長および公民館主事の設置について明確な方向が示されている

こと，⑤活動組織として部制(教養部，図書部，産業部，集会部など)が設けられ

ていること，⑥施設の確保(教室，談話室，講堂，図書室，陳列室，作業室，娯楽

室，講師控室，運動場)について留意していること，⑦町村の施設として構想さ

れていること，があげられるO

この時期はまた，第 2次世界大戦後の復興期であり，戦後の町づくり・村づ

くり運動と時期を同じくし，生産復興，生活改善，町村の自治振興などが課題

となっていた。公民館はそれに対応するため，寺中構想、に色濃くみられる「総

合的なサービス機能」をもつものとされていた。さらに，物資の乏しい時期で

もあり，独自の施設をもちえない町村も多かった。そこで，学校や役場に看板

を掲げて各種事業をおこなったり，団体育成や公民館活動をおこなうことに重

点をおき，とくに施設を設けない場合もあり， r看板公民館」とか「青空公民

館」などと呼ばれた。

1948 (昭和 23)年には，第 1回優良公民館表彰がおこなわれ， r公民館月報』

(社会教育連合会刊)が発行され，各地の公民館活動に大きな影響を与えること

となるo r総合的な地域施設」としての公民館の誕生とともに， その機能をめ

ぐって議論された時期であった。

(2) 第 2期 整備期(1949-58く昭和 24-33)年)

公民館が全国に普及し，設置率が 50%を超えたのは 1949(昭和 24)年から

1950 (昭和 25)年にかけてであるo 1949 (昭和 24)年の 6月，社会教育法が制定

され，公民館の活動・経営に大きな影響を与えることとなる O それは，市町村

が設置すること，館長の諮問機関として公民館運営審議会が設置されたこと等，

公民館の設置・運営に法的な根拠を与え，社会教育機関としての性格を明確に
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したこと，事業主体として位置づけられたこと，公民館の施設・設備・職員の

質的な充実を促すことになったこと，などが指摘できる。これによって，総合

的なサービス機能をもった地域施設から，社会教育を推進する地域施設として

生まれ変わったともいえる。制定当時の第 22条には， I一 定期講座を開設す

ること。二 討論会，講習会，講演会，実習会，展示会等を開催すること。三

図書，記録，模型，資料等を備え，その利用を図ること。四体育，レクリエー

ション等に関する集会を開催すること O 五 各種の団体，機関等の連絡を図る

こと O 六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。」と，そ

の事業内容が明記された。

1951 (昭和 26)年には，全国公民館連絡協議会(後に社団法人全国公民館連合会

となる組織)が結成され，また，公民館や図書館の施設費補助が開始された。

さらに， 1952 (昭和 27)年には，第 l回全国公民館大会が開催されている O ま

た， この年は，市町村に教育委員会の設置が義務づけられた。

1954 (昭和 29)年に，社会教育審議会答申「社会教育施設の整備について」

が出され， 1955 (昭和 30)年には，社会教育審議会建議「社会教育施設振興の

方策はし、かにすべきか」が出され， 1957 (昭和 32)年には，社会教育審議会答

申「公民館の充実振興方策について」が出される O この間， 1955 (昭和 30)年

には， r月刊公民館』が創刊されている O

なお， 1953 (昭和 28)年から急速に進んだ町村合併により， 1955 (昭和 30)年

には市町村数は l万強から 5千弱に減少する。ちなみに， 1958 (昭和 33)4月

の設置状況は， 3701市町村中 86%に当たる 3261市町村に公民館が設置され，

本館・分館合わせて 3万4650館が存在した。

まさにこの時期は，全国に公民館の設置が普及し，手探りながら，さまざま

な社会教育活動がみられた時期である。

(3) 第 3期激動期 (1959-70 <昭和 34-45>年)

1959 (昭和 34)年に，社会教育法の一部改正があり，同年，社会教育審議会

答申「公民館の設置及び運営に関する基準について」が出されるO 法改正によっ

て，文部大臣が公民館の設置及び運営上必要な基準を設けることとなった。そ
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して， I公民館の設置及び運営に関する基準について」によって，公民館の施

設費に対する増額や起債も認められ，公民館の設置が急速に進んでLぺO また，

1960 (昭和35)年には， I公民館未設置市町村解消 10ヵ年計画」が文部省によっ

て策定されるO

1963 (昭和38)年3月，文部省社会教育局は， r進展する社会と公民館の運営』

を公表した。変貌する社会と公民館の役割を， I科学技術の急速な進歩と経済

の高度な成長に伴って社会は著しい変貌発展をつづ、け，とどまるところを知ら

ない……科学技術の面でも，産業の面でも，はたまた社会生活の面でも，個人

生活の面でも，この激しい変化に適応し対処して方向を誤らないためには，常

に新しい事態を正しく理解する努力が必要であり……したがって，社会の進展

に即応して，生活の向上を図るために生じてくるであろうあらゆる問題の解決

を常住の聞に助けうるような条件が，公共の力で整えられ，それが手軽に利用

できるならば，その利便は大きく，近代的な市民生活では，何にもまして望ま

れるわけですが，この期待に，まっこうから答えようとする使命をおびている

のが，すなわち公民館であることはいうまでもありません」と述べているO

都市と農村の社会教育活動や施設のあり方に検討が加えられた時期である。

都市部では，市民会館や文化会館などの大規模な集会・公演が可能な施設が生

まれ，農村部に多かった従来からの公民館の役割・機能との違いが模索される

こととなるO

1965 (昭和40)年には，全国公民館連合会が社団法人として認可され，公民

館実験地域が全国 11地域に委嘱される O ちなみに，周年，国立社会教育研修

所(現国立教育政策研究所社会教育実践研究センター)が設置されている o 1967 (昭

和42)年には，社会教育審議会報告「公民館の充実方策について」が出され，

全公連は『公民館のあるべき姿と今日的指標』を発行する O 全公連はまた，

1970 (昭和45)年には，全公連第二次専門委員会報告書「都市化に対応する公

民館のあり方」をまとめる O

その「公民館の充実方策について」では， I一事業内容について，二 施

設・設備について，三職員の充実と資質の向上について，四以上一~三の
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趣旨を実現するために補助(補助率)，起債の増額，融資，交付税積算の改善，

寄付奨励のための措置等を図る，五 その他の措置について」が述べられるO

公民館事業の企画や内容に斬新さや魅力が之しいことを指摘するなかで， I事

業内容の検討，経営の工夫」によって改善するように促しているO 施設・設備

については， I住民のオアシスとしての施設にふさわしい外観と内容を整える

ことが必要である」としている O

また， r公民館のあるべき姿と今日的指標』では，公民館のあるべき姿を理

想的な公民館像として描き，当面の課題を今日的指標として示した。公民館の

基本理念として，①人間尊重の精神，②生涯教育の態勢の確立，③住民の自

治能力の向上を掲げ，公民館の役割として，①集会と活用，②学習と創造，

③綜合と調整をあげているO また，公民館の特質としては，①地域性，②施

設性，③専門性，④公共性を重要な条件としている。

今日的指標として，①企画の科学化，②事業の近代化，③運営の効率化，

④管理の適正化，をあげている O ①「社会の変容に対処するためには，科学

的方法にもとづいて地域の実態を把握し，住民の要求の応ずるキメ細かな企画

が打ち出されなければならないj，②「公民館の惰性化を破るには， その成長

度に応じ，地域の実態に即して，事業の近代化をはからなければならないj，

③「教育活動が，ただちに具体的な効果をあげうるものでないという事実にか

くれて，運営の非効率が見すごされてはならないj，④「公民館は，公的機関

としての性格を明確にし，本来の使命に徹するため，管理の適正化をはからな

ければならない」と述べ， さらに具体的な視点をあげているO

『都市化に対応する公民館のあり方』では，地域の~¥かんを間わず， I都市化」

という急激で巨大な社会変動が進行しつつあり， I公民館は従来からもってい

た地域社会教育の拠点としての役割を十分に発揮しなければ，それ自体として

存在することの意義すら失われてしまうおそれなしとしなし、。公民館はし、うま

でもなく教育施設をともなう『教育機関」であるO しかしながら，都市地域に

おいてはおおむね“教育的"行事や事業が展開される建造物，ないしは“文化"

施設と理解され，農村地域なかんずく過疎地域においては， “生活"センター
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として機能せしめられようとしている」と，現状を述べている。

この時期は，国民生活審議会から「コミュニティー一生活の場における人間

成果の回復一一一」が出され， これ以降， 日本が「コミュニティ政策」をとり始

める時期でもある。昭和 30年代から 40年代前半にかけて経済優先で進めてき

た重厚長大の産業のあり方が頂点に達した時期であり，伝統的な地域共同体が

崩壊し，新たな地域社会形成が求められてL、く時期でもある。その課題に答え

るため，生涯学習社会への準備とともに，公民館が地域住民を結び、つけるセン

ターとしての役割が強調されてくる O

激動期は公民館が社会変動に合わせて，果たすべき役割について悩んだ時期

であるといえる O

(4) 第 4期再構築期 (1971-80<昭和 46-55)年)

1971 (昭和46)年は，社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対処す

る社会教育の在り方について」が出された。答申は，その後の社会教育に大き

な影響を与え，①社会教育の考え方の拡大，②生涯教育の観点からの体系化，

③多様な要求に対応する教育の内容・方法の改善，④団体活動， ボランティ

ア活動の推進，⑤社会教育行政の重点(社会教育施設の計画的，体系的な整備およ

び指導者の資質向上と指導者層の拡大)を，基本的な方向として打ち出した。生涯

教育の観点に立った社会教育制度への転換を訴えると同時に，新たな地域社会

(コミュニティ)の形成に中心的な役割を社会教育と公民館が果たすべく提言し

たものといえる O

また，先の国民生活審議会報告は，当時の社会に大きな期待をもって迎えら

れた。とくに自治省はモデルコミュニティ地区の指定や，コミュニティ形成の

ための組織と活動に力を入れ，拠点施設となる「コミュニティ・センター」を

各地に設置することとなる。コミュニティ・センターとの違いは「専門職員の

有無にあるだけ」という批判が，公民館関係者に「危機」と感じられた時期で

もあるO

同時に，カルチャー・センターが都市部で活動を展開し始めたり，高等教育

機関の公開講座が，活発化した時期でもあった。カルチャー・センターと公民
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館の違いは，設置者・設置場所，設置目的，職員などにみられる。事業内容も，

公民館が「地域に根ざす事業」や， i地域連帯を深める事業」があるのに対し，

「生活文化を高める事業」に限定される傾向等が指摘された。

大学公開講座は国立大学を中心lこ実施され，地域住民に大学という高等教育

レベルの学習機会を開放する試みはその後確実に定着してしぺ o 1980 (昭和 55)

年には，実施大学数は 200校を超え，開設講座数も 1000を超え，受講者数は

20万人に近づいていた。

再構築期を通して，社会教育施設については， i学習社会を志向するコミュ

ニティ施設として見直しながら，体系的に，計画的に，着実に諸施策を実現し

ていくこと」が提案される。地域づくりと生涯学習社会への準備が模索され，

そのことによって公民館のあり方が再構築された時期である。

なおまた， 1979 (昭和 54)年には，公民館事業実施中に生ずる参加者の傷害

事故に対する保障制度として， i公民館総合補償制度」が実施されている O 事

業実施中の事故に対する補償が問題化するなかで導入されたものであるO

(5) 第 5期 生涯教育推進期 (1981-98く昭和田一平成 10)年)

1981 (昭和 56)年に，中央教育審議会(答申)i生涯教育について」が出され

た。日本における生涯教育と生涯学習の考え方を明確にした最初の答申であり，

生涯にわたる学習を可能とするため， i社会に幅広く存在する諸教育機能を生

涯学習の推進の観点から総合的に考察」したとされるO 人の生涯を通じての，

教育機能の領域別課題，学習のための条件整備の課題，各時期の固有の課題等

が述べられる O とくに，成人期の教育における社会教育施設の整備・充実には，

計画的，体系的に整備するだけでなく， i夜間の開放も含め，利用時間や運営

方法の弾力化Ji利用方法の改善Ji情報提供の充実Ji関連施設相互の有機的

連携を強化すること」などが提言された。

これを受けるように， 1984 (昭和 59)年には，全公連第五次専門員会答申

「生涯教育時代に即応した公民館のあり方」が出される O そのなかでは， i① 

日本の教育は一日も早く生涯教育体制を打ち出し，そのもとで各機関が有機的

かっ合理的に役割を分担しなければならない必要に直面している，②生涯教
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育を推進するには，地域の実態に即した教育の綜合計画(他の行政系統における

施設の活動も含む)を樹立し，すべての住民に，生、活を学び、つつ実践で、きるよう

に目標を設定しなければならない，③その中で，公民館は，社会教育の基幹

施設として，多様な住民の生活の中にある必要課題をとりあげ，直接その事業

計画に組み込むだけでなく，生涯学習体制下にある諸機関施設や団体との協力

を促進するため連絡・調整・評価の任務を担当する」とまとめられている O ま

た，公民館の役割として， I集まる，学ぶ，結ぶ」に加えて「知るJI参加する」

が重要視されてくる。

その他，生涯学習社会への移行に向け，さまざまな動きが出てくるようにな

るo 1985-87 (昭和 60-62)年の 4次にわたる臨時教育審議会答申， 1988 (昭和

63)年の文部省生涯学習局の発足， 1990 (平成2)年の中央教育審議会答申「生

涯学習の基盤整備について」や， I生涯学習の振興のための施策の推進体制等

の整備に関する法律」の施行など，矢継ぎ早に出され，大きな改革・体制整備

が進められるO さらに， 1991 (平成3)年の生涯学習審議会社会教育分科審議

会施設部会の「公民館の整備，運営の在り方についてJ(中間報告)や， 1992 

(平成 4)年の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振

興方策についてJ，1994 (平成6)年の生涯学習審議会社会教育分科審議会施設

部会による「学習機会提供を中心とする広域的な学習サービス網の充実につい

て 新たな連携・協力システムの構築を目指して一一J(報告)， 1995 (平成

7)年には，生涯学習局長から「社会教育法における民間営利社会教育事業者

に対する解釈についてJ(通知)が出される O

この動きなかで， 1992 (平成4)年の「今後の社会の動向に対応した生涯学

習の振興方策について」では，現代的課題が論じられ，成人を中心とする学習

の必要性から，公民館の事業内容として現代的課題が数多く取り上げられるこ

とになるO

公民館と大きくかかわる 1994(平成6)年の「施設部会報告」では， まず，

学習ニーズの動向と学習活動の変化から， I学習機会提供を中心とする学習サー

ビスの現状と広域的対応の必要性」を述べる。次に，その「学習サービス網に
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期待される機能」にふれ， I充実を図るためのシステムの構築」に言及する O

最後に， I社会教育施設の役割」を， I今後すべての社会教育施設は，人々の様々

な学習活動を支援する専門施設として，充実した学習機会を提供することに加

えて，学習情報提供機能，学習相談機能，さらには学習グループの育成や学習

者のネットワーク形成などに対する支援機能を充実するとともに，自らの機能

特性を生かすこと等を通じて，個性的で聞かれた施設として，広域的な要請に

も積極的に応えていくことが期待されている」と述べる。身近な地域施設とし

ての機能を果たしつつ，広域的なネットワークの一端を担う施設として，公民

館の変貌が求められることにもなるO

1997 (平成9)年度からは， I公立社会教育施設整備費補助金Jが廃止となり，

社会教育施設をどのように整備するかは，各市町村によって分かれる事態となっ

てきている。加えて， 1998 (平成 10)年には，生涯学習審議会答申「社会の変

化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」が出され，社会教育関係

法令の見直しを含め，地域住民の多様化，高度化する学習ニーズへの対応，地

方分権・規制緩和の推進，民間の諸活動活発化への対応等を指摘し， I公共団

体の自主的な取組の促進，社会教育行政における住民参加の促進，ネットワー

ク型行政の促進，学習支援サービスの多様化」を提言しているO

地域住民の学習機会の充実に加え，サービスエリアの拡大が求められると同

時に，公民館は生涯学習施設としての役割が強く求められるようになってくるO

(6) 第 6期 生涯学習体制整備期 (1999く平成 11)年以降)

新たな公民館の活動，運営のあり方は， 1999 (平成 11)年を境に区分できる O

以前から進められてきた地方分権と規制緩和の動きと連動しているO 先の生涯

学習審議会答申をうけて， 1999年には社会教育法の一部改正がおこなわれた。

公民館運営審議会が必置から任意設置に変わり，同審議会委員の構成について

は弾力化がはかられた。また，青年学級にかかわる規定も削除されるO

2001 (平成 13)年の改正は，問題化する子育てや学校完全週 5日制の導入な

どとの関連で，家庭教育に関する学識経験者を公民館運営審議会委員委嘱の際

に配慮すること，子どもたちの奉仕活動・体験活動を充実することなどが取り
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入れられた。

このようななかで，全国公民館連合会は文部省の委嘱を受け， r新しい公民

館活動のあり方に関する調査報告書J(2000)を発表した。指摘される 21世紀

の公民館が取り組むべき課題は，次のようなことであるo I①地域の教育施設

として，具体的な地域課題の共有と実践の場の設定，②地域の文化・伝統・

産業などを再発見・創造する継続的な学習機会の提供，③住民がボランタリー

に責任を持って活動に参加するシステムと場の確立，④社会的課題の解決と，

新たな社会創造に向けた学習機会の提供，⑤住民が多様な生き方を模索でき

ることを支援できる学習内容の提供」であるO

少子高齢化社会が進展するなかで，地方分権化や規制緩和の基本方針のもと，

子育て支援や子どもの豊かな活動体験が求められ， 2002 (平成 14)年度からの

完全学校週5日制の実施は，公民館の事業のあり方に大きな課題を投げかけて

いるo

3 生涯学習時代における公民館のあり方一一公民館運営に求められるもの

ここでは，生涯学習時代における公民館のあり方について，公民館の誕生と

ともに設立された全公連の機関紙， r月刊公民舘』から，その特集記事，掲載

記事を分析することにより，公民館の活動や経営で直面する問題を検討する。

また，あわせて，研究面における基礎研究の内容を概観する。それは，行政が

おこなう条件整備とともに，公民館の活動・経営に必要とされる事柄を検討す

ることでもあるo

(1 ) 雑誌『月刊公民館』に見る公民館活動とその経営

公民館の活動，経営等にかかわる問題を論じている雑誌は， r月刊公民館』

だけではない。しかし， ここでは，公民館とともに歴史を重ねた連合会の機関

誌であることから，分析の対象とする。

1958 (昭和 33)年から 1997(平成9)年に掲載された『月刊公民館』の主要論

文・記事の内容を分類・整理したものがある。これによって「激動期J0959-
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70年)以降の記事の分析がある程度できる O そこでは，記事の分類として，

「公民館の運営・施設JI学校・他機関との記事が連携JI事業の企画・運営」

「学習課題・学習内容JI学習者の属性JI情報提供・広報JI指導者・職員」

「その他」の 8項目に分けられている。そのなかから，公民館の運営，活動に

大きくかかわる 5領域，なかでも「公民館の運営・施設」を中心に取り上げる

ことにする O

① 「公民館の運営・施設全般」について ここに分類される主要な記事・

論文は， 1958 (昭和 33)年以降，毎年何編か掲載されている O 各時期を分ける

と思われる記事は次の通りである。

激動期への導入となった年には， I座談会・法改正後の公民館経営JI座談会・

あのころを語る 社教法の制定と公民館発足当時の思い出J(1959)がある O

この時期， I地域社会の変ぼうと公民館の役割JI公民館の運命J(1962)があり，

「座談会・都市化と公民館のあり方J(1964)， I公民館と市民会館J(1965)， I地

域開発と公民館の役割J(1966)などがあるO

再構築期では， I魅力ある公民館にするためにJ(1971)， I生涯教育と公民館

の機能J，Iコミュニティの形成と公民館J(1973)， I公民館の現状と明日への

提言J(1977)などがある O

生涯学習推進期では， I転機に立つ公民館一一中教審報告をどう受け止める

かJ，I集団討論・中教審答申『生涯教育について』と公民館J(981)， I公民

館における生涯教育の推進J(1983)などがある O その後， I生涯学習体制と公

民館に関する十提案J(1991)， I地方分権の推進と公民館のありかたJ(1998) 

が掲載されている。

② 「学校・他機関との連携J について 連携・協力に直接つながるもの

は， I公民館と子どもクラブJ(1958)， I公民館と PTA J (969) ， I地域教育関

連施設の複合化計画序論J(1979)などで，本格的な論文は生涯学習推進期に入

るまでは見られず， I地域の教育資源と公民館のネットワーク J(992)が掲載

されて以降のことである。また， 1994 (平成6)年に「特集 連携・ネットワー

ク」が組まれ， I生涯学習ネットワークと公民館」が論じられている O

88 



③ 「事業の企画・運営」について 「公民館と体育レクリエーション」

(1958)， Iテレビの集団視聴J(1959)， I座談会・公民館の視聴覚教育J(1960) 

などがあり， 1967 (昭和42)年になって「試案解説・公民館における標準的事

業の領域と内容」がある。

再構築期に入る時の 1970(昭和45)年には， I公民館事業展開の基本一一第

2次専門委のとらえ方」が， 1975 (昭和 50)年の「公民館事業の評価J，1978 

(昭和田)年の「公民館事業の構造論J，翌 1979(昭和 54)年の「公民館経営の

視点 事業論の新展開」が目につく O

生涯学習推進期に入って， 1984 (昭和59)年に「ニューメディア時代に向け

ての公民館J，1989 (平成元)年の「まちづくりと公民館J，1990 (平成 2)年に

は「公民館事業のネットワーク化」が特集として組まれ， 1992 (平成 4)年に

は「新3Kr企画Jr交流Jr広報』の場としての公民館」が出ている O また，

「特集・事業の企画と住民参加」は 1994(平成6)年に組まれている。

④ 「学習課題・学習内容」について 1958 (昭和33)年に「新生活運動と

公民館活動」がみられるが，同様の記事は 1965(昭和40)年にもみられる O こ

の間， I公民館における生産学習J(1959)， I時局と政治教育J(1960)， I公民館

における宗教教育序説J(1965)などがみられる O また， 1974 (昭和 49)年には

「地域課題JI同和教育J，1976 (昭和51)年に「消費者教育」に関する記事があ

る。生涯学習推進期になって， I公民館における学習プログラムの診断 学

習課題を中心としてJ(1984)，また， 1989・90(平成元・ 2)年と連続して「高

齢化社会」について特集が組まれている o 1991 (平成 3)年以降， I国際化」

「環境教育JI家庭教育JI退職準備教育」など，現代的課題や新しい課題とし

て取り上げられるテーマがみられるo

⑤ 「情報提供・広報」について 「情報提供・広報」について， 1958 (昭

和33)年以降で最初に掲載されたのは「公民館と広報活動J(1965)であり， そ

の後は， I広報活動の望ましいあり方J(1986)まで見られない。 1996(平成 8) 

年になって， I公民館の情報戦略」が特集され，翌 97年， I特集・公民館の広

報活動」が特集されている O
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以上見てきたように，各時代を分け，その時々に必要な公民館の活動・経営

にかかわる記事が掲載され公民館の活動・経営の問題点と方向を跡づけること

ができるO

(2) D'日本生涯教育学会年報』に見る研究論文とその内容

ここでは，生涯学習を推進する時代(生涯学習推進期および生涯学習体制整備期)

の公民館のあり方をみるために， この時期の研究者の研究関心・基礎研究の内

容を検討する O 研究者の関心は必ずしも時代に直結するものではない。また，

ここで検討する日本生涯教育学会が唯一の研究団体ではなし、。しかし， 日本の

生涯学習支援体制の整備と制度化を進展させてきた原動力ともいえる学会の，

公民館を巡る研究を検討することは，今後の公民館活動と経営の問題を知るう

えで不可欠と考える。

① 第 5期 生涯教育推進期 (1981-98(昭和田一平成 10>年)の研究論文

この期に掲載された「日本生涯教育学会年報』から，年表風に関連論文をリス

トすれば，次の通りであるO

• 1983 (昭和 58)年

1) 1社会教育施設の再編成論」

2) 1公民館における学習要求調査の方法に関する一考察」

3) 1学習行動の規定要因一一埼玉県の公民館利用の場合一一」

• 1984 (昭和 59)年

1) 1生涯教育と学習施設」

• 1985 (昭和 60)年

1) 1公民館経営のための基礎的調査研究 山口県徳山市をフィールドとして

• 1987 (昭和 62)年

1)1中規模都市スクールビジネスのパフォーマンス一一公民館事業に示唆され

るもの一一」

・1989(平成元)年

1) 1生涯学習施設のネットワーク」

• 1992 (平成4)年

1) 1公民館利用の規定要因一一関東甲信越における調査を手がかりに 」
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• 1994 (平成 6)年

1) r公民館の経営診断技法の開発一一判別関数を用いた診断技法 」

• 1996 (平成 8)年

1) r生涯学習プログラム編成の類型とその規定要因一一生涯学習施設・機関の

種類別比較一一」

・1998(平成 10)年

1) r公民館経営診断のための利用構造モデルの作成」

2) r生涯学習フ。ログラム編成における計画・立案の主体別にみた類型とその規

定要因」

この時期の論文には，生涯学習体制に向けた公民館のあり方を模索した研究

が多し、。また，科学的手法による公民館経営や事業のあり方等の検討がなされ

ている。まさに，生涯学習施設としての公民館のあり方が検討されている。

②第 6期生涯学習体制整備期(1999<平成 11)年以降)の研究論文 この

時期は現在始まったばかりであるo 生涯学習推進期を経て，前期の課題の検討

を引き継ぎ，新たな課題・時代状況のなかでの公民館のあり方が模索されてい

る。前期と同様，掲載論文のリストは次の通りである O 論文掲載数が少ないな

かで，何が問題であるかがうかがえる O

• 1999 (平成 11)年

1) r社会教育施設ボランティアの学びに関する序論的考察 『正統的周辺参

加』概念、を通して 」

• 2000 (平成 12)年

1) r社会教育施設における情報化の進展と生涯学習支援」

• 2001 (平成 13)年

2) r公民館の利用形態に対する生涯学習関連施設との連携の影響」

萌芽という状況で，生涯学習施設のあり方，生涯学習支援体制の整備，施設

問ネットワーク等のあり方が模索されているO 公民館も生涯学習施設として，

学習機会選択援助，学習機会提供，学習成果の評価・認証などの機能を果たし，

その支援の仕組みを整えてL、く必要がある。今日的な課題として，議論が必要

となっている O
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4 生涯学習時代における公民館の活動・経営をめぐる諸問題

変動する社会のなかで制度化された公民館は，活動や運営のあり方の強調点

を少しず、つ変えて今日に至っている。上述の経緯をふまえ，生涯学習時代の活

動，経営をめぐる問題を整理する O ここでは，あるべき姿を示す方法によって

整理するのではなく，今日，公民館と地域の創意工夫によって課題解決の仕方

が異なるという点を強調する意味で，公民館がどのような「挑戦」を受けてい

るかを整理しよう O

(1 ) 公民館の多機能性への挑戦

当初，地域住民の生活全般にわたる総合的なセンターとして構想された公民

館が，社会教育施設として整備され，やがて，図書館や博物館が独立機能をも

っ社会教育施設として設置された。また，青少年教育施設や婦人教育施設，体

育・スポーツ施設，さらに，老人憩いの家， コミュニティ・センタ一等が設置

された。加えて，文化会館やコンサートホール，結婚式場等々，利用者や，機

能の限定・特定された施設が次々と設置された。公民館の多機能性と同時に独

自機能に対して挑戦を受けている。

(2) 教育・学習施設としての公民館への挑戦

青少年から高齢者まで利用者に幅のある教育・学習施設が公民館である。小

学校から高等教育機関まで公開講座が開催される今日，また，カルチャーセン

ター，放送大学など，身近な学習機会は格段に増えた。学習施設としての公民

館の経営のあり方，他施設との連携のあり方が問題であるo また，個人学習が

重視される今日，個人学習に対応した教育・学習施設としての公民館のあり方

が求められている O

(3) 公民館経営における地域性への挑戦

公民館のサービスエリアは地域社会であった。講座修了者に呼びかけ，地域

に学習集団の形成もはかった。その結果，公民館を学習場所とする活動団体は

かなりの数となっているO だが，その学習集団は，メンバーが固定化し，新入

会員が増えない等の問題を抱える O また， Iネットワーク社会」でもある現在，
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地域を超えたつながり，インターネットを通したつながりを求める人も多い。

その結果，学習成果を地域社会に還元できない場合があるO 多くの自治体に設

置された「生涯学習人材パンク」も稼動状況はよくない。取り上げる学習課題

は現代的課題でよいのか，また，他施設との連携も含め，地域社会とかかわる

活動，経営のあり方が挑戦を受けている。

(4) 公民館経営の専門性への挑戦

公民館職員の専門性を高める取り組みが続けられている O 一方，規制緩和や

自治体の独自性が強調されるなかで，公民館利用料徴収等の問題もあるO 公民

館運営審議会の設置，運営にも創意工夫が求められている。施設ボランティア

の導入や， I市民企画委員制度」のような市民参加事業の企画実施方法もみら

れる O これらは，公民館経営のあり方について，職員とその専門性が挑戦を受

けているといえよう O

(5) 学社融合のなかでの挑戦

青少年の教育活動支援や学社融合の取り組みは今後も必要である。また，生

涯学習社会への移行は，広義の「学社融合」を必要とするO 現在求められてい

る完全学校週5日制への対応は，狭義の学社融合である O さらなる学社融合の

進展のなかで，公民館がどのような役割を果たすべきか，積極的な取り組みが

期待されている。
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